
※　目次には、ＪＩＳ第一・第二水準範囲内の文字を使用しています。
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津市告示第１４８号  
 地方自治法 (昭和２２年法律第６７号 ) 第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成５年一志町告示第３２号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。  
  平成１９年５月１日  
                      津市長 松 田 直 久  
１ 届出者  
  片山自治会  
  三重県津市一志町大仰８７８番地２  
   代表者 井 田  俊 一  
２ 変更に係る事項  
 ⑴ 地縁による団体の区域  

 
変更前  

 

本会の区域は、三重県一志郡一志町大字大仰字森、字岡前、

字銭神、字神田谷２１２９番地、２１３０番地、字上山２

３６１番地の２の区域とする。  

 
 

変更後  
 

本会の区域は、三重県津市一志町大仰字森、字岡前、字銭

神、字神田谷２１２９番地、２１３０番地、字上山２３６

１番地２の区域とする。  

  
⑵ 事務所の所在地  

変更前  三重県一志郡一志町大字大仰８７８番地の２  

変更後  三重県津市一志町大仰８７８番地２  

  
３ 変更の理由及び年月日  
  地縁による団体の区域、事務所の所在地及び代表者の住所が、市町村合併

により平成１８年１月１日に表示変更になったため  



津市告示第１４９号  
 津市公共下水道条例（平成１８年条例第２０１号）第１５条第２項の規定に

より、次のとおり指定工事店の指定の効力を停止するので、同条例第１７条第

１項第２号の規定により告示する。  
  平成１９年５月１日  

 
                  津市長   松 田 直 久  

 
指定を停止した業者  

業  者  名  所      在      地  停  止     期     間  

セントラルクリ

―ンサ―ビス  
津市本町４番６号  

平 成 １ ９ 年  ５ 月  ７ 日 か ら

平成１９年   ６月 ５日まで 

 
 
                                          



津市告示第１５０号  

 下記の者に対する差押解除通知書は、居所不明等のため送達することができ

ないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び津市市税

条例（平成１８年津市条例第７１号）第１８条により公示送達する。  

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市財務部収税課で保管し、送達を

受けるべきものから交付の申し出があれば交付する。  

  平成１９年５月２日  

 

津市長 松 田 直 久  

 

記  

送達を受けるべき者の住

所  

送達を受けるべき者  備考  

津市高茶屋小森町２６８

７番地３  

有限会社 新光土木   

注意 地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算  

して７日を経過したときに、書類の送達があったものとみなす。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市告示第１５１号  
 下記の者に対する納期限変更告知書は、居所不明等のため送達することができな

いので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び津市市税条例（平

成１８年津市条例第７１号）第１８条により公示送達する。  
 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市財務部収税課で保管し、送達を受け

るべきものから交付の申し出があれば交付する。  
  平成１９年５月２日  

 
津市長 松 田 直 久  

 
記  

送達を受けるべき者の住

所  
送達を受けるべき者  備考  

津市高茶屋小森町２６８

７番地３  
株式会社 新光土木   

注意 地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算  
して７日を経過したときに、書類の送達があったものとみなす。  



津市告示第１５２号  
  下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。  
 平成１９年５月１０日  

 
津市長 松 田 直 久  

 
記  

 
 国民健康保険被保険者証  

記号番号  交付年月日  無効となった日  

４１１２１３７  平成１８年１０月 １日  平成１９年 ４月 ４日  

０８５２３８４  平成１８年１０月 １日  平成１９年 ４月 ５日  

０１０４５７４  平成１８年１０月 １日  平成１９年 ４月 ５日  

０６４３６２７  平成１８年１０月 １日  平成１９年 ４月 ６日  

０２９２６８０  平成１８年１０月 １日  平成１９年 ４月２０日  

０１０３２５９  平成１８年１０月 １日  平成１９年 ４月２３日  

９２０２５４３  平成１８年１０月 １日  平成１９年 ４月２６日  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



津市告示第１５３号 
 津市斎場の使用料の徴収業務の事務を、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１５８条第１項の規定に基づき次の者に委託したので、同条第２項の規定により告示す

る。 
  平成１９年５月１０日 

 
      津市長 松 田 直 久 

 

徴収業務を行う場所 受  託  者 委託期間 

久居庁舎 津市大倉３番４号 
泉警備保障株式会社津営業所 

平成１９年５月１日から 
平成２０年４月３０日まで 

河芸庁舎 津市本町２２番７号 
東海警備保障株式会社 

平成１９年５月１日から 
平成２０年３月３１日まで 

安濃庁舎 津市栄町三丁目２２２番地 
株式会社メイハンコーポレーション

平成１９年５月１日から 
平成２０年３月３１日まで 

芸濃庁舎 津市大倉３番４号 
泉警備保障株式会社津営業所 

平成１９年５月１日から 
平成２０年３月３１日まで 

美里庁舎 津市本町２２番７号 
東海警備保障株式会社 

平成１９年５月１日から 
平成２０年３月３１日まで 

香良洲庁舎 津市大倉３番４号 
泉警備保障株式会社津営業所 

平成１９年５月１日から 
平成２０年３月３１日まで 

一志庁舎 津市栄町三丁目２２２番地 
株式会社メイハンコーポレーション

平成１９年５月１日から 
平成２０年３月３１日まで 

白山庁舎 津市本町２２番７号 
東海警備保障株式会社 

平成１９年５月１日から 
平成２０年３月３１日まで 

 





津市告示第１５６号 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定により、地縁によ

る団体を認可し、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 
  平成１９年５月１５日 
 

津市長 松 田 直 久 
 
１ 名称 
  市場自治会 
２ 規約に定める目的 
 本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社の維 
持及び形成に資することを目的とする。  
⑴回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡 
⑵美化・清掃等区域内の環境の整備 
⑶集会施設の維持管理 
⑷防犯灯・ゴミ集積所の維持管理 
⑸その他、本会の目的達成に必要な行事・事業等  

３ 区域 
 本会の区域は、津市芸濃町雲林院１７５－１番地、２４８番地、３０３番地、６６１ 
－２番地、６５８番地、３９８番地、２７３８番地を結んだ区域とする。 

４ 事務所 
  三重県津市芸濃町雲林院３５７番地２の市場公民館に置く。 
５ 代表者の氏名及び住所 
  松谷 誼 
  津市芸濃町雲林院２８３番地 
６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無 

 なし 
７ 代理人の有無 
  なし 
８ 規約に定める解散の事由 
  本会は、地方自治法第２６０条の２第１５項において準用する民法第６８条第１項第

３号及び第４号並びに第２項の規定により解散する。 
  総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の３分の２以上の承諾を得なければな

らない 
９ 認可年月日 
  平成１９年５月１５日 
 
 



津市告示第１５７号  
地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の 2 第 11 項の規定により、

平成 17 年安濃町告示第 5 号で認可した地縁による団体から告示された事項に

係る変更の届出があったので同条第 10 項の規定により次のとおり告示する。  
  平成１９年５月１５日  

 
                   津 市 長  松 田 直 久 

 
 
１ 届出者  
  曽根区自治会  
  三重県津市安濃町曽根 609 番地 2 
   代表者 和田 弘  
２ 変更に係る事項   

変
更
前 

後 藤  肇  
津市安濃町曽根 637 番地  

 
代表者の氏名  
及び住所  

変
更
後 

和田 弘  
津市安濃町曽根 669 番地  

３ 変更の年月日  
  平成 19 年 4 月 1 日  
４ 変更の理由  
  定期総会において新任  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



津市告示第１５８号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年美杉村告示第９７号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成１９年５月１５日 

津市長 松 田 直 久   

１ 届出者 

  戸木自治会 

  三重県津市美杉町下之川３２８７番地 

   代表者 坂本 勝幸 

２ 変更に係る事項 

 代表者の氏名及び住所 

変更前 
中川三好 

三重県津市美杉町下之川３２０７番地 

変更後 
坂本勝幸 

三重県津市美杉町下之川３２３５番地 

３ 変更の理由及び年月日 

定期総会において、平成１９年４月１日より新任 

 

  



津市告示第１５９号  
 地方自治法 (昭和２２年法律第６７号 ) 第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年一志町告示第２７号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。  
  平成１９年５月１５日  
                      津市長 松 田 直 久  
１ 届出者  
  岩垣内自治会  
  三重県津市一志町波瀬４０７１番地  
   代表者 西 谷  利 春  
２ 変更に係る事項  

   
変更前  
 

西 口  正 彦  
三重県津市一志町波瀬４０５６番地  

 代表者の氏名  
 及び住所  

変更後  

 
西 谷  利 春  
三重県津市一志町波瀬４０７１番地  
 

３ 変更の年月日  
  平成１９年４月２１日  
４ 変更の理由  
  平成１９年４月２１日の定期総会において新任  



津市告示第１６０号  
 地方自治法 (昭和２２年法律第６７号 ) 第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１３年一志町告示第１号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。  
  平成１９年５月１５日  
                      津市長 松 田 直 久  
１ 届出者  
  田尻区  
  三重県津市一志町田尻３６４番地  
   代表者 馬 場  嘉 信  
２ 変更に係る事項  

   
変更前  
 

山 本  博 司  
三重県津市一志町田尻５３５番地２  

 代表者の氏名  
 及び住所  

変更後  

 
馬 場  嘉 信  
三重県津市一志町田尻３６４番地  
 

３ 変更の年月日  
  平成１９年４月２２日  
４ 変更の理由  
  平成１９年４月２２日の定期総会において新任  



津市告示第１６１号  
 地方自治法 (昭和２２年法律第６７号 ) 第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年一志町告示第１１号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。  
  平成１９年５月１５日  
                      津市長 松 田 直 久  
１ 届出者  
  向川原自治会  
  三重県津市一志町大仰２８７番地  
   代表者 小 野  泰 治  
２ 変更に係る事項  

   
変更前  
 

太 田  政 宏  
三重県津市一志町大仰６５番地  

 代表者の氏名  
 及び住所  

変更後  

 
小 野  泰 治  
三重県津市一志町大仰２８７番地  
 

３ 変更の年月日  
  平成１９年４月１５日  
４ 変更の理由  
  平成１９年４月１５日の定期総会において新任  



津市告示第１６２号  
 地方自治法 (昭和２２年法律第６７号 ) 第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１５年一志町告示第１３号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。  
  平成１９年５月１５日  
                      津市長 松 田 直 久  
１ 届出者  
  中村自治会  
  三重県津市一志町波瀬２０４７番地  
   代表者 近  藤 明  
２ 変更に係る事項  

   
変更前  
 

青 木  敏 人  
三重県津市一志町波瀬２１７５番地３  

 代表者の氏名  
 及び住所  

変更後  

 
近 藤  明  
三重県津市一志町波瀬２０４７番地  
 

３ 変更の年月日  
  平成１９年３月２５日  
４ 変更の理由  
  平成１９年３月２５日の定期総会において新任  



津市告示第１６３号  
 地方自治法 (昭和２２年法律第６７号 ) 第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成６年一志町告示第１９号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。  
  平成１９年５月１５日  
                      津市長 松 田 直 久  
１ 届出者  
  遠河自治会  
  三重県津市一志町波瀬３５７７番地１  
   代表者 豊  田 盛  人  
２ 変更に係る事項  

   
変更前  
 

中 川  一 益  
三重県津市一志町波瀬３５５７番地  

 代表者の氏名  
 及び住所  

変更後  

 
豊 田  盛 人  
三重県津市一志町波瀬３５７７番地１  
 

３ 変更の年月日  
  平成１９年４月２１日  
４ 変更の理由  
  平成１９年４月２１日の定期総会において新任  



津市公告第６０号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１９年５月２日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１９年 ４月２７日  
２ 抑留期間 平成１９年 ５月 ７日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  毛色  性別  体格  年齢  その他  

１  

 
 

津市  
桜橋  

雑種  白茶  オス  中  不明  青い首輪  
黒いリード

 
3 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  

 
 
 
 
 
 
 
 



津市公告第６１号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告する。 

  平成１９年５月２日 

  

                      津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成１９年４月２６日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市河芸町杜の街一丁目～五丁目地内（第３－１工区） 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市丸之内９－１８ 

  三交不動産株式会社 取締役社長 柳生 利勝 

  津市中央１－１ 

  三重交通株式会社 取締役社長 奥田 卓廣 



津市公告第６２号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告する。 

  平成１９年５月１０日 

  

                      津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成１９年４月２７日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市中河原字矢倉下６１８ほか３筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市久居新町２７６４－２０ 

  堀口 英俊 

   



津市公告第６３号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１９年５月１０日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１９年 5 月 8 日  
２ 抑留期間 平成１９年 ５月 11 日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  毛色  性別  体格  年齢  その他  

１  

 
 

津市  
榊原町  

雑種  黒白  メス  中  不明  ビーグル系

首輪付き  

 
3 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  

 
 
 
 
 
 
 
 



津市公告第６４号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１９年５月１０日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１９年 5 月 9 日  
２ 抑留期間 平成１９年 ５月１４日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  毛色  性別 体格 年齢  その他  

１  

 
 

津市  
栗真町屋町  

ラブラドール  

レトリバー  

ベージュ オス 大  不明  鎖の首輪

 
3 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  

 
 
 
 
 
 
 
 



津市公告第６５号  
 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により、次のように津市農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規

定により公告する。  
  平成１９年 ５月１０日  

 
                      津市長 松 田 直 久 

 
（  「次のように」は省略し、その関係書類を津市農林水産部農林水産課に備え

置いて縦覧に供する。  ）  

 



津市公告第６６号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１９年５月１４日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１９年 ５月１１日  
２ 抑留期間 平成１９年 ５月１６日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  毛色  性別  体格 年齢  その他

１  

 
 

津市  
一身田豊野  

雑種  白黒  オス  中  不明   

 2 津市  
一身田豊野  

雑種  茶黒  オス  中  不明   
 
 

3 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  

 
 
 
 
 
 
 
 



津市公告第６７号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告する。 

  平成１９年５月１４日 

  

                      津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成１９年２月２１日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市大里睦合町字大久保９６２－１ほか４筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  四日市市生桑町３２８ 

  木下建設株式会社 

  代表取締役 木下 吉一 



津市公告第６８号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１９年５月１５日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１９年 ５月１４日  
２ 抑留期間 平成１９年 ５月１７日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  毛色  性別  体格  年齢  その他  

１  

 
 

津市  
白塚町  

雑種  白黒  メス  小  1 歳  
未満  

 

 
3 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  

 
 
 
 
 
 
 
 



津市公告第６９号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１９年５月１６日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１９年 ５月１５日  
２ 抑留期間 平成１９年 ５月１８日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  毛色  性別  体格  年齢  その他

１  

 
 

津市  
白塚町  

雑種  白黒  不明  小  1 歳  
未満  

 

 
3 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  

 
 
 
 
 
 
 
 



津市公告第７０号  
 津市営住宅の補充入居者を津市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成１

８年津市条例第２１５号）第４条第１項の規定により次のとおり公募する。  
  平成１９年５月１６日  

 
 
                     津市長 松 田 直 久   

 
 
１ 入居資格  
  次の各事項の条件を備える者  
（１）現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが事実上  
  婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。）があること。 
  ただし、次に掲げる者（身体上又は精神上著しい障害があるために常時の  
  介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受ける事ができず、又は受け

ることが困難であると認められる者を除く。）にあっては、この限りでない。 
  ア ６０歳以上の者（平成１８年４月１日前に５０歳以上の者）  
  イ 障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第２条に規定する障害者で

その障害の程度が国土交通省令で定める程度である者  
  ウ 戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）第２条第１項に規

定する戦傷病者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度である者  
  エ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１７号） 
   第１１条第１項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者  
  オ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被

保護者  
  カ 海外からの引揚者で、本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過し

ていない者  
  キ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律（平

成１３年法律第６３号）第２条に規定するハンセン病療養所入所者等  
  ク 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（平成１３年

法律第３１号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。）第

１条第２項に規定する被害者で（イ）又は（ロ）のいずれかに該当する

者  
 （イ） 配偶者暴力防止等法第３条第３項第３号の規定による一時保護又は

配偶者暴力防止等法第５条の規定による保護が終了した日から起算して



５年を経過していない者  
（ロ） 配偶者暴力防止等法第１０条第１項の規定により裁判所がした命令

の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して５年

を経過していない者  
（２）入居申込みの日において、次に掲げる基準の収入のある者  
Ａ区分住宅 ２００，０００円以下（裁量階層世帯２６８，０００円以下）  
Ｂ区分住宅 １３７，０００円以下（裁量階層世帯１７８，０００円以下）  
裁量階層世帯・・・・・下記の要件のいずれかに該当する世帯  
  ア 申込者又は同居者（予定者を含む。）に障害者基本法（昭和４５年法律

第８４号）第２条に規定する障害者であって、次に掲げる障害の程度の  
   一に該当するものがある場合  
  （ア）身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の

規定により交付を受けた身体障害者手帳に記載された障害の程度が

同法施行規則別表第５号の１級から４級までである者  
  （イ）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和２５年政令  
    第１５５号）第６条第３項に規定する１級又は２級の精神障害者  
  （ウ）（イ）に規定する精神障害の程度に相当する程度と認められる知的障

害者  
  イ 申込者が６０歳以上の者であり、かつ、同居者（予定者を含む。）の  
   いずれもが６０歳以上又は１８歳未満の者である場合（平成１８年４月  

１日前に５０歳以上の者）  
  ウ 申込者又は同居者（予定者を含む。）に戦傷病者特別援護法（昭和３８  

年法律第１６８号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けてい  
る者で、当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が恩給法（大正

１２年法律第４８号）別表第１号表ノ２の特別項症から第６項症まで又

は同表第１号表ノ３の第１款症である者がある場合  
  エ 申込者又は同居者（予定者を含む。）に原子爆弾被爆者に対する援護に  

関する法律（平成６年法律第１１７号）第１１条第１項の規定による   

厚生労働大臣の認定を受けている者がある場合  
  オ 申込者又は同居者（予定者を含む。）に海外からの引揚者で本邦に引き  

揚げた日から起算して５年を経過していない者がある場合  
  カ 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合  
  ＜収入の算出方法＞  

申込者及び同居者（予定者を含む。）の過去１年間における所得税法の例  
に準じて算出した所得金額の合計から次に掲げる額を控除した額を１２で  



除した額を収入という。  
  ア 同居親族又は控除対象配偶者若しくは扶養親族１人につき３８万円  
  イ 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族１人につき１０万円  
  ウ 特定扶養親族１人につき２０万円  
  エ 申込者又はアに規定する者に障害者がある場合には、障害者１人につ  
   き２７万円（特別障害者の場合は、１人につき４０万円）  
  オ 申込者又は同居親族に寡婦又は寡夫がある場合その寡婦又は寡夫１人  
   につき２７万円（所得金額が２７万円未満である場合には、当該所得金  
   額）  
（３）現に住宅に困窮していることが明らかな者  
（４）津市内に住所又は勤務場所を有する者  
（５）市町村税を滞納していない者  
２ 受付期間、受付時間及び申込方法  
（１）受付期間、受付時間  
   平成１９年６月５日（火）から同月８日（金）までの午前８時３０分か  
  ら午後５時１５分までとする。  
（２）申込方法  
   入居申込は、住宅入居申込書に所定事項を明確に記載し、次の書類を持  

参し建設部市営住宅課（６階）及び各総合支所産業建設課（建設課）へ申  
込者又は事情の分かる家族の者が提出すること。  

   なお、住宅入居申込書は、平成１９年５月１７日（木）から建設部市営  
  住宅課及び各総合支所産業建設課（建設課）で交付する。（ただし、土曜日  

及び日曜日は除く。）  
  ア 申込者、同居者（予定者を含む。）全員の市町村長の発行する所得・課  
   税証明書  
  イ 申込者、同居者（予定者を含む。）全員の住民票の写し  
  ウ 市町村税の納税証明書  
  エ 婚約中の者は、婚約証明書（市営住宅課の用紙）  
  オ 立ち退きを請求されている者はその証明書  
  カ 心身障害者は手帳、母子世帯については戸籍の全部事項証明書（戸籍  
   謄本）又は社会福祉事務所長の証明書  
  キ 現住居が借家、間借りの場合は、賃貸借契約書の写し又は過去３か月  
   間（平成１９年２月から平成１９年４月まで）の家賃の領収書の写し  
  ク その他申込者の実情に応じて必要な書類の提出を求めることができる。 
３ 優先入居者  



  次の世帯等は、優先入居住宅に申込ができる。  
（１）条例第５条各号に該当する世帯  
（２）母子世帯（２０歳未満の子と同居し、扶養している寡婦世帯）  
（３）引揚者世帯（永住帰国を希望する中国残留邦人等の世帯）  
（４）老人世帯（６０歳以上の者及び一定条件を有する者のみからなる世帯）  
（５）多子世帯（１８歳未満の子が３人以上いる世帯）  
（６）心身障害者世帯（身体障害者手帳４級以上の交付を受けた者等が含まれ  

る世帯）  
４ 選考及び抽選  
  提出された申込書及び実情調査をもとに、入居適格者を選考する。  
 入居適格者の数が、募集戸数を上回った住宅については、津市営住宅等公開  
 抽選実施要綱に基づき、公開抽選を行い、入居決定者及び入居補欠者を決定  

し、その当選順に希望の住宅を選択する。  
 優先入居住宅がある募集住宅の抽選は、一般住宅の抽選に先立ち優先入居  
適格者により優先入居住宅の抽選を行い、続いて一般住宅の抽選を一般入居  
適格者と先の優先入居住宅の落選者により、抽選を行う。  

  抽選は、平成１９年６月２９日（金）を予定  
５ 募集住宅及び戸数  
  Ａ区分住宅  
（１） 白塚団地      ４戸（２）  
    津市白塚町５８番地３     鉄筋コンクリート５階建 ３ＤＫ  
     家賃  １５，０００円 ～ ３９，６００円  
（２） 大井アパート    １戸     単身世帯可  

津市中河原１３４番      鉄筋コンクリート４階建 ３ＤＫ  
家賃  １１，３００円 ～ ２４，８００円  

（３） 高洲町アパート   ２戸（１）  単身世帯可  
    津市高洲町２０番１０号他   鉄筋コンクリート４階建 ３ＤＫ  
     家賃  １０，６００円 ～ ２３，８００円  
（４） 阿漕２号館アパート １戸     単身世帯可  
    津市柳山津興３１８番地    鉄筋コンクリート４階建 ２ＤＫ  
     家賃   ９，１００円 ～ １５，４００円  
（５） ぜにやま団地    １戸     単身世帯可  
    津市神戸１８９３番地     鉄筋コンクリート４階建 ２ＤＫ  
     家賃   ７，８００円 ～ １２，７００円  

 



（６） ぜにやま団地    ５戸（２）  
津市神戸１８９３番地     鉄筋コンクリート４階建 ３ＤＫ  
           プレキャストコンクリート４階建 ３ＤＫ  

家賃   ８，４００円 ～ ２７，５００円  
（７） 藤方団地      ５戸（２）  
    津市藤方２９７番地      鉄筋コンクリート５階建 ３ＤＫ  
     家賃  １２，６００円 ～ ２８，６００円     
（８） 野村団地      １戸     単身世帯可  
    津市久居野村町８９３番地１  簡易耐火構造平屋建   ２Ｋ  
     家賃   ３，２００円 ～  ７，８００円  
（９） 相川団地      １戸     単身世帯可  
    津市久居相川町１９５７番地１ 簡易耐火構造平屋建   ２Ｋ  
     家賃   ３，６００円 ～  ８，０００円  
（１０） 森団地      １戸     単身世帯可  
    津市森町２１３４番地     簡易耐火構造平屋建   ２Ｋ  
     家賃   ４，３００円 ～  ８，６００円  
（１１） 相川西団地    １戸  
    津市久居野村町２００７番地１ 鉄筋コンクリート３階建 ３ＤＫ  
     家賃  １３，５００円 ～ ２９，７００円  
（１２） 美里第１住宅   １戸  
    津市美里町北長野７５２番地１ 簡易耐火構造３階建   ３ＤＫ  
     家賃  １４，３００円 ～ ３１，５００円  
（１３） 美里第２住宅   ２戸（１）  単身世帯可  
    津市美里町北長野５２２番地１他 簡易耐火構造２階建   ３Ｋ  
     家賃   ８，０００円 ～ １７，７００円  
  Ｂ区分住宅  
（１４） 阿漕１号館アパート １戸    単身世帯可  
    津市柳山津興３１８番地    鉄筋コンクリート４階建 ２ＤＫ  
     家賃   ８，６００円 ～ １２，４００円  
（１５） 朝汐アパート    ３戸（１） 単身世帯可  
    津市下弁財町津興８０２番地  鉄筋コンクリート４階建 ２ＤＫ  
     家賃   ７，４００円 ～ １１，２００円  
（１６） 西城山アパート   ４戸（２） 単身世帯可  
    津市城山三丁目１０－１－３０３号他  

鉄筋コンクリート４階建 ２ＤＫ  



     家賃   ８，６００円 ～ １２，３００円  
（ ）内は優先入居住宅の戸数で、募集戸数の内数  

家賃は、平成１９年度の月額家賃で、表示の範囲内で各入居世帯毎の収

入等に応じた家賃となります。  
   また、平成２０年度以降も、毎年度、入居者の収入や住宅規模等に応じ

た家賃となります。  
６ 入居の時期  
  平成１９年７月下旬（予定）  

 



津市公告第７１号  
津市営若者住宅の補充入居者を津市営若者住宅の設置及び管理に関する条例

（平成１８年津市条例２１６号）第３条第１項の規定により次のとおり公募す

る。  
 平成１９年５月１６日  

 
津市長 松 田 直 久    

 
１ 入居資格  
  次の各事項の条件を備える者  
（１）入居時において、夫婦の年齢が４０歳未満の世帯で住宅に困窮している

ことが明らかな者  
当該住宅に入居することが確実であり、かつ、善良な市民として定住す

ることが見込まれる者  
（２）条例に基づいて定める家賃及び敷金を支払う能力を有する者  
（３）市町村税を滞納していない者  
２ 受付期間、受付時間及び申込方法  
（１）受付期間、受付時間  
   平成１９年６月５日（火）から同月８日（金）までの午前８時３０分か

ら午後５時１５分までとする。  
（２）申込方法  

入居申込みは、若者住宅入居申込書に所定事項を明確に記載し、次の書

類を持参し建設部市営住宅課（６階）又は各総合支所産業建設課（建設課）

へ申込者又は事情の分かる家族の者が提出すること。  
なお、若者住宅入居申込書は、平成１９年５月１７日（木）から建設部

市営住宅課及び各総合支所産業建設課（建設課）で交付する。（ただし、土

曜日、日曜日は除く。）  
ア 申込者、同居者（予定者を含む。）全員の市町村長の発行する所得・課

税証明書  
イ 申請者、同居者（予定者を含む。）全員の住民票の写し  
ウ 市町村税の納税証明書  
エ 婚約中の者は、婚約証明書（住宅課所定の用紙）  
オ その他申込者の実情に応じて必要な書類の提出を求めることができる。 

３ 選考及び抽選  
  提出された申込書をもとに、入居適格者を選考する。  



  入居適格者の数が、募集戸数を上回った住宅については、公開抽選会を行

い、入居決定者及び入居補欠者を決定し、その当選順に希望の住宅を選択す

る。  
  抽選日は、平成１９年６月２８日（木）を予定  
４ 募集住宅及び戸数  
（１）コミュニティ瑞穂  ２戸  津市美杉町太郎生１９３９番地  
   木造かわらぶき２階建 ３ＬＤＫ 家賃 32,000 円  
５ 入居の時期  
  平成１９年７月下旬（予定）  



津市公告第７２号  
 津市営住宅併設店舗の補充入居者を津市営住宅の設置及び管理に関する条例

（平成１８年津市条例第２１５号）第４条第１項の規定により次のとおり公募

する。  
  平成１９年５月１６日  

 
 
                     津市長 松 田 直 久   

 
 
１ 入居資格  
  次の各事項の条件を備える者  
（１）改良住宅の入居者に必要な営業を営む者であって、当該営業により独立

の生計を営むものであること。  
（２）店舗の家賃が納付できると認められる者であること。  
（３）本市の区域内に住所を有する者であること。  
（４）市町村税を滞納していない者であること。  
２ 受付期間、受付時間及び申込方法  
（１）受付期間、受付時間  
   平成１９年６月５日（火）から同月８日（金）までの午前８時３０分か  
  ら午後５時１５分までとする。  
（２）申込方法  
   入居申込みは、津市店舗入居申込書に所定事項を明確に記載し、次の書

類を持参し建設部市営住宅課（６階）及び各総合支所産業建設課（建設課）

へ申込者又は事情の分かる家族の者が提出すること。  
   なお、津市店舗入居申込書は、平成１９年５月１７日（木）から建設部

市営住宅課及び各総合支所産業建設課（建設課）で交付する。（ただし、土

曜日及び日曜日は除く。）  
  ア 住民基本台帳閲覧申請書  
  イ 所得・課税証明書 平成１９年度分（平成１８年度中所得）の事業主

世帯の全員分  
ウ 市町村長の発行する営業証明書  

  エ 納税証明書  
  オ 申込をする業種について、経営上の免許や資格等を必要とする場合は

それらを証明する書類  



  カ その他申込者の実情に応じて必要な書類の提出を求めることができる。 
３ 選考及び抽選  
  提出された申込書及び実情調査をもとに、入居適格者を選考する。  
 入居適格者の数が、募集戸数を上回った住宅については、津市営住宅等公開  
 抽選実施要綱に基づき、公開抽選を行い、入居決定者及び入居補欠者を決定  

し、その当選順に希望の住宅を選択する。  
  抽選は、平成１９年６月２９日（金）を予定  
４ 募集住宅及び戸数  
（１） 西城山四号館店舗  ２戸  
    津市城山三丁目１０－４－１０４他  面積 ４３ .５３㎡  

     家賃  １４，４００円  
家賃は、平成１９年度の月額家賃です。  

   また、平成２０年度以降も、条例で定められた家賃となります。  
５ 入居の時期  
  平成１９年７月下旬（予定）  

 




